日本村落研究学会研究奨励賞運用規則
1996年10月26日 大会承認
1999年10月16日 大会で改正承認
2011年10月29日 大会で改正承認
2015年11 月７日 大会で改正承認
2022年11月19日 大会で改正承認

第１条 日本村落研究学会研究奨励賞運用規則は、村落研究に関して優れた研究業績を表彰することについて定める。
第２条 日本村落研究学会賞の名称は、「日本村落研究学会研究奨励賞」（以下「研究奨励賞」という）とし、本学会に2年以上継続して在籍し、今後の発展が期待される会員による、実証性・独創性に満ちた研究業績を受賞対象とする。
２．研究奨励賞の授賞は原則として毎年3点程度とする。
３．授賞対象研究業績のうちアジアなどの途上国を対象とした研究業績に対しては、日本村落研究学会研究奨励賞（北原賞）という名称により授与することができる。
第３条 研究奨励賞を著書部門と論文部門の二種とする。
２．著書部門は著者が40歳代まで、論文部門は著者が40歳前後までを対象とする。
第４条 選考の対象とする著書、論文は会員の推薦を得たものとする。
第５条 第2条の授賞対象研究業績は「日本村落研究学会研究奨励賞選考委員会」（以下「選考委員会」という）で候補を選考し、理事会で決定する。
第６条 理事会に選考委員会を置く。選考委員会は改選後最初に選ばれた理事２名（以下理事選考委員と呼ぶ）と理事以外の会員若干名（以下理事以外の選考委員と呼ぶ）で構成する。
２．理事会の合議により理事選考委員のうち１名が委員長になる。
３．理事以外の選考委員は理事選考委員の合議で依頼する。
４．選考委員の任期は、理事選考委員については２年、理事以外の選考委員については１年とする。
５．理事以外の選考委員の氏名は当該理事会の任期が終了する時点で開示する。
第７条 表彰は賞状と副賞によるものとし、総会の場で行う。
第８条 本規則の改正は、理事会の議を経た後、総会で承認を得なければならない。
付則 1. 本規則に関する細則は別に定める。
2. 第２条３．の規程は、故北原淳会員の本学会への貢献を記念することを目的とし、同賞の副賞に充当される基金が利用できる期間のみに適用しうる時限的措置とする。
3. 本規則は1996年10月26日より施行する。




日本村落研究学会研究奨励賞運用規則細則 

第１条 本規則は運用規則の円滑な運営を図るために定める。 
第２条 選考の対象とする研究業績は、表彰を行う年の3月末日に至る2年間に刊行されたものとする。 
２．ただし第1回の選考対象については1993年3月末日に至る2年間に刊行されたものとする。 
３．対象の研究業績は原則として単著とする。ただし、共同研究の業績であっても共著者等の分担執筆は対象に含める。 
第３条 選考対象者は、表彰を行う年の3月末日において本学会に2年以上継続して在籍していなければならない。 
第４条 本細則の改正は、理事会の承認を得なければならない。 

